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盛岡市監査委員告示第 18号 

 

  

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項，第２項及び第４項の規定により

行った定期監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，次のとおり公表する。 

 

 

平成 26年３月 27日 

 

                    盛岡市監査委員  熊 谷 喜美男 

同     藤 尾 善 一 

                       同     佐 藤 敬 三 

                       同     川 村 幸 子 

 

 

 

１ 定期監査の結果の報告  平成 26年２月 12日付け 25盛監第 96号 

２ 対象部署及び事項    都市整備部及び農業委員会事務局に係る指摘事項 

３ 措置を講じた旨の通知  別添のとおり。 
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25 盛 緑 第 1 3 8 号 

平成 26 年 3 月 18 日 

 

 盛岡市監査委員 熊 谷 喜美男 

 盛岡市監査委員 藤 尾 善 一 

 盛岡市監査委員 佐 藤 敬 三 

 盛岡市監査委員 川 村 幸 子 様 

 

                       盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

   定期監査の結果に基づく措置について（通知） 

 平成 26 年 2 月 12 日付け 25 盛監第 96 号で提出のあった定期監査の結果の報告におけ

る指摘事項に基づき，次のとおり措置を講じたので地方自治法第 199 条第 12 項の規定

により通知します。 

 

記 

１ 指摘事項（課名等 都市整備部公園みどり課） 

盛岡市グリーンバンク事業費補助金の交付に当たり，事業費の履行確認を年度内に

行っていない事例が見られたので，適正な事務の執行を求める。 

 

２ 措置の状況 

 (1) 措置の内容 

補助金の交付対象となる事業費について，補助金を交付する年度内に履行確認を

行うよう所属長及び課員全員に指示した。 

(2) 原因及び再発防止策の内容 

原因は，盛岡市グリーンバンクでは事業費決算額について補助金交付の翌年度５

月頃に開催される総会で審議されることから，同団体の総会で決算額が承認された

後に市に対する事業補助金精算書を提出させ履行確認していたため，年度内での確

認がなされていなかった。 

今後は，同団体に対し事業費補助金精算書を補助金交付の年度内に提出させると

ともに，その履行を年度内に確認することとし，再発の防止に努める。 
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25 盛農委第 133 号 

平成 26年２月 28日 

                    

 盛岡市監査委員 熊 谷 喜美男 

 盛岡市監査委員 藤 尾 善 一 

 盛岡市監査委員 佐 藤 敬 三 

 盛岡市監査委員 川 村 幸 子 様 

  

                          盛岡市農業委員会 

                          会長 藤 原 一 夫                     

 

   定期監査の結果に基づく措置について（通知） 

 平成 26 年２月 12 日付け 25 盛監第 96 号で提出のあった定期監査の結果の報告における

指摘事項に基づき，次のとおり措置を講じたので地方自治法第 199 条第 12 項の規定によ

り通知します。 

 

記 

１ 指摘事項 

平成 24 年度盛岡市農業委員会視察研修会の費用弁償に当たり，概算払の精算額に誤

りのある事例が１件見られたので，過払いとなった日当及び宿泊料を返還させる手続き

を行うことを求める。 

２ 措置の状況 

 (1) 措置の内容 

当該平成 24 年度盛岡市農業委員会視察研修会の費用弁償に係る過払いとなった日

当及び宿泊料について，平成 26年２月 28日に返還手続きを行なった。 

(2) 原因及び再発防止策の内容 

決裁権者及び担当者の精算事務の確認不足が原因である。今後，旅費支出担当者を

２名とし，旅費の支払及び精算に係る「旅費支払・精算確認リスト」を作成し，適正

な旅費の支払及び精算事務を行うことを徹底する。 


